
船舶インシデント調査報告書 

平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 平成２９年１１月１６日 １０時３０分ごろ 

発生場所 徳島県阿南市富岡港北西方沖 

 中島港南防波堤灯台から真方位３４７°９５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.８′ 東経１３４°４１.８′） 

インシデントの概要  プレジャーボートホワイトパール号は、北西進中、のり養殖施設に

進入してロープが推進器等に絡み、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２９年１２月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ホワイトパール号、５トン未満（長さ８.０８

ｍ） 

 ２３５－２５８７２徳島、有限会社四国店舗開発 

 乗組員等に関する情報 操縦者、二級小型（免許証失効中） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、操縦者が１人で乗り、回航の目的で、徳島小松島港に向け

て徳島県 橘
たちばな

浦
うら

を北東進し、富岡港東方沖に至り、針路を真方位約 

３２０°に転じたところ、船首方から波浪を受けるようになった。 

本船は、波浪の影響で縦揺れが生じている状況下、手動操舵として

約８ノットの対地速力で北西進中、操縦者が、椅子に腰を掛けて針路

を維持することに注意を向けていたところ、船首方至近に漁具を認め

たもののどうすることもできず、のり養殖施設に進入して運航不能と

なった。 

本船は、操縦者が、推進器及び舵板にのり養殖施設の枠ロープが絡

んでいるのを認め、機関を停止して１１８番通報した後、手配した潜

水士によって枠ロープが外され、徳島小松島港に向かった。 

分析  本船は、波浪の影響で縦揺れが生じている状況下、操縦者が、針路

を維持することに注意を向け、見張りを適切に行っていなかったこと

から、のり養殖施設に気付かず、同施設に進入して枠ロープが推進器

及び舵板に絡み、運航不能となったものと考えられる。 

 操縦者は、小型船舶操縦免許証が失効していたことから、本船の操

縦を行ってはならなかった。 

原因  本インシデントは、本船が波浪の影響で縦揺れが生じている状況

下、操縦者が、針路を維持することに注意を向け、見張りを適切に行



っていなかったため、のり養殖施設に気付かず、同施設に進入して枠

ロープが推進器及び舵板に絡んだことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、目視で前方を確認するなど、常時適切な見張りを行う

こと。 

 ・小型船舶操縦者として乗船する場合、有効な操縦免許証を所持す

ること。 

 


